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ト
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行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
利
用
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号

の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例

の
制
定

　
　
「
地
域
の
特
性
に
応
じ

た
施
策
を…

」
と
あ
る
が
、

本
町
と
し
て
の
特
性
は
。

　
　

国
が
定
め
た
個
人
番

号
の
利
用
は
、「
税
・
福
祉
・

防
災
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
範
囲
内
で
、
町
が
独

自
に
定
め
た
も
の
に
利
用

す
る
。

　
　
個
人
番
号
の
管
理
を

行
う
部
署
や
管
理
方
法
、

利
用
手
続
き
、
履
歴
管
理

は
。

　
　

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
管
理
に

よ
り
、「
誰
が
」「
い
つ
」「
ど

ん
な
」
情
報
を
見
た
か
が

わ
か
る
。
番
号
利
用
は
、

該
当
す
る
課
・
担
当
者
が

業
務
の
範
囲
内
で
の
み
可

能
と
な
る
。
デ
ー
タ
は
各

課
が
保
管
し
、
他
部
署
の

者
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
今
後
の
手
続
き
の
流

れ
な
ど
、
わ
か
り
や
す
く

広
報
等
で
知
ら
せ
て
い
く

検
討
は
。

　
　

国
と
同
様
に
、
町
も

広
報
等
で
引
き
続
き
行
っ

て
い
く
。

　
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

有
無
に
よ
っ
て
、
事
務
手

続
き
に
違
い
が
あ
る
の
か
。

　
　

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

窓
口
で
の
添
付
書
類
が
少

な
く
な
り
、
他
情
報
の
取

得
が
便
利
に
な
る
。

　

本
人
確
認
も
で
き
る
。

　
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　
　
こ
れ
ま
で「
猶
予
」や

「
担
保
」
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
　

今
ま
で
は
、
国
の
徴

収
基
準
を
準
用
し
て
い
た
。

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、

各
市
町
で
条
例
化
す
る
よ

う
に
通
知
が
あ
っ
た
。

　
平
成
27
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
人
事
異
動
に
よ
る
増

額
だ
が
、具
体
的
な
内
容
は
。

　
　

４
月
の
異
動
で
、
昇

格
・
昇
給
に
よ
っ
て
生
ず

る
差
額
の
不
足
分
。

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
費

の
基
幹
シ
ス
テ
ム
改
修
は
、

い
つ
の
時
点
の
18
歳
か
ら

か
。
　
　

法
は
、平
成
28
年
６
月

19
日
施
行
。実
際
に
は
、平

成
28
年
に
行
わ
れ
る
国
の

選
挙
か
ら
。

（
山
本　
恭
久 

議
員
）

QA A

QAQAQA

QA
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阿
久
比
町
介
護
保
険
条

例
の
一
部
改
正

　　
施
設
入
所
さ
れ
て
い

る
方
や
認
知
症
の
方
な
ど
、

本
人
が
個
人
番
号
を
自
覚

で
き
な
い
場
合
の
対
応
は
。

　
　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が

個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
の
身
分
確
認
な
ど

を
し
て
い
る
の
で
大
丈
夫

で
あ
る
。

　
平
成
27
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
民
間
保
育
所
運
営
費

の
減
額
は
実
際
に
人
数
が

減
っ
た
の
か
、
認
定
児
童

が
減
り
、
自
由
契
約
児
が

増
え
た
の
か
。

　
　

当
初
予
算
の
作
成
段

階
で
は
自
由
契
約
児
は
い

な
い
と
計
画
し
た
が
、
実

際
に
申
込
を
受
付
し
た
際

に
、
自
由
契
約
児
に
該
当

す
る
子
ど
も
が
い
た
た
め

に
差
が
生
じ
た
。

　
平
成
27
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算

　
　
予
備
費
で
１
億
円
以

上
あ
る
の
に
、
歳
入
を
そ

の
ま
ま
予
備
費
に
充
て
な

く
て
は
い
け
な
い
か
。

　
　

一
般
被
保
険
者
の
療

養
給
付
費
や
高
額
療
養
給

付
費
に
充
当
す
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
振

り
分
け
る
按
分
係
数
が
な

い
こ
と
や
、
こ
の
増
額
分

の
み
で
実
際
の
給
付
が
す

べ
て
賄
え
る
も
の
で
は
な

く
、
予
備
費
に
計
上
し
て

お
き
、
各
費
目
へ
柔
軟
に

充
当
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

（
新
美　
正
治 

議
員
）

QA

AQA

Q

　

12
月
９
日
に
総
務
建
設
委
員
会
を
、
10
日
に
文
教
厚
生

委
員
会
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議

案
の
詳
細
な
説
明
を
受
け
、
質
疑
を
行
っ
た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
。
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